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１．はじめに
　営業の自由や自由競争を基本とする近代的市民社
会においても、競業の自由は無制限なものではなく、
不正競争防止法は、事業者間の公正な競争を害する
行為等を「不正競争」としてこれを防止するもので
あり、他人の営業秘密の不正な取得・利用・開示の
防止は、表示・形態の保護、信用の保護、技術管理
体制の保護と並んで、同法が担う重要な役割の一つ

です。
　不正競争防止法は、「営業秘密」を、秘密として管
理されている生産方法、販売方法その他の事業活動
に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と
知られていないものと定義しています（不正競争防
止法２条１項６号）。
　営業秘密が漏洩した事件としては、変圧器用の電
磁鋼板の製造プロセスおよび製造設備の設計図等が
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外国ライバル会社に流出した新日鐵住金・ポスコ事
件（平成24年提訴）、フラッシュメモリの仕様およ
びデータ保持に関する検査方法等が外国ライバル会
社に流出した東芝・ＳＫハイニックス事件（平成24
年発生）などが多額の損賠賠償請求がなされた事件
をとして知られています。
　しかしながら、このように大きく報道される事件
は別として、一般的には、営業秘密の流出が疑われ
る事案でも、流出の事実の把握や立証の困難等の理
由により、司法による救済を受けることができる率
は低いと考えられます１。

２．平成27年改正及び営業秘密管理指針の
改訂（平成27年１月改訂）

　営業秘密の保護を強化するため、不正競争防止
法の平成27年改正（施行日：平成28年１月１日）は、
営業秘密侵害品の譲渡・輸出入等の規制（２条１項
10号、21条１項９号）、営業秘密侵害の未遂行為の
処罰（21条４項）、営業秘密侵害罪の罰金刑の上限
額引上げ（21条、22条）、犯罪収益の任意的没収規
定の導入（21条10項）、営業秘密侵害罪の非親告罪
化（21条５項）をしました。
　さらに、同改正は、民事上の救済の実効性を上げ
るために、技術上の秘密を取得した者の当該技術上
の秘密を使用する行為等の推定規定（５条の２）を
設け、営業秘密使用行為差止請求にについて除斥期
間についても、「その行為の開始の時から二十年を
経過したときも、同様とする。」としました（15条）。
　経済産業省も、平成27年１月、不正競争防止法に
よる保護を受けるために必要となる最低限の水準の
対策を示す「営業秘密管理指針」を全面改訂いたし
ました。平成27年改訂版（以下「管理指針」と言い
ます。） ２は、従来のものよりコンパクトとなり、読
みやすい文書となっています。同指針には、「秘密
管理性要件については、企業が、ある情報につい
て、相当高度な秘密管理を網羅的に行った場合には
じめて法的保護が与えられるべきものであると考え
ることは、・・・適切ではない。」など、営業秘密保
護に配慮した記載がなされています。また、平成28
年２月には、「秘密情報の保護ハンドブック　〜企
業価値向上に向けて〜」 ３が、同年12月には、「秘密
情報の保護ハンドブックのてびき−情報管理も企業

力−」 ４がそれぞれ策定・公表されています。

３．最近の営業秘密訴訟判決（認容例）
　上記のとおり、営業秘密の保護の要請は高くなっ
ており、今後もその傾向は変わらないと思われま
す。以下では、現行の法制度において営業秘密の保
護の状況を確認するため、今年の裁判例で不正競争
防止法上の営業秘密の侵害が認められたものをいく
つか見てみたいと思います（（１）　秘密管理性、（２）　
不正競争行為の成否、（３）　損害額の観点から）。
①知財高判平成30年３月26日・平成29年（ネ）第

10007号（原審・東京地方裁判所立川支部平成

26年（ワ）第1519号）（営業秘密：ソースコード等）

本件は、原告が被告に対し、原告が保有すると
いうＲＦ信号自動切換器に関するＰＣソースコー
ド、マイコンソースコード、回路図データ、部品
リストデータ及び基板データについて、被告が不
正開示を受けて取得し、取得した営業秘密を使用
して被告製品を製造販売したことは、不正競争防
止法２条１項８号及び10号に該当する不正競争行
為であると主張して、被告製品の製造販売の差止
め、廃棄、損害賠償を求めた事案です（控訴審）。
被告は、原告の元営業部部長が原告在任中に設立
した会社であり、原告の元営業部課長が取締役に
就任しており、商品開発業務を行っていた元取締
役が入社するなどしています。

（１）　 秘密管理性

判決は、
・被控訴人は、平成22年７月１日に就業規則を

制定し、従業員に秘密保持義務を課していた
こと

・被控訴人は、前身の丸栄電機時代の平成21年
３月13日に情報セキュリティ管理の国際規格
であるＩＳＯ27001の要求事項に適合してい
ると認証され、適合性審査を毎年更新してお
り、ＩＳＯ規格の内部監査員養成セミナーを
受けたシステム管理責任者らにより、従業員
に対し、一般情報セキュリティ教育を行って
いたこと

・被控訴人の資産台帳上、機器制御ソフトウェ
ア、部品リストデータ、基板データ、回路図
データは、公開レベル「秘密」と区分されて


